
 第１７回商標審査基準ＷＧ 

 資料１  

1 

 

商標審査基準の今後の検討事項とスケジュール(案) 

 

平成２８年５月 

 

 

 

 

 

１．商標審査基準等の見直しの方針 

(１)内容面の見直し 

商取引を取り巻く環境の変化やユーザーニーズ、近時の裁判例等の動向を

ふまえ、審査基準の内容について見直しを行う。また、本文中に挙げている

例示に関しても審査基準の理解を促進するのに適切なものになるよう見直

しを行う。 

(２)構成面の見直し 

商標審査基準が審査官にとって審査実務上の必要十分な指針となること

を念頭に置くとともに、出願人・代理人等の利用に資する上での読みやすさ

等も考慮して、構成全体の整理や用語の統一等を行う。 

なお、審査基準の構成面の見直しに当たっては、特許・実用新案審査基準、

意匠審査基準の記載方法も参照する。 

(３)商標審査便覧との関係について 

審査基準と審査便覧の関係を以下のとおりとし、各々の資料の性格に即し

て記載内容を整理することにより、商標審査における業務上の指針を全体と

して充実させるとともに、審査基準の一覧性を高める。 

①審査基準の役割 

商標審査実務と密接に関わる商標法の適用についての基本的な考え

方（解釈・運用等）を条文毎にまとめたものとする。 

②審査便覧 

商標審査実務を遂行する上で必要な手続的事項や留意事項等を体系

的にまとめたものであり、商標審査基準を補足するものとする。 

具体的には、次の（ア）～（エ）が含まれる。 

（ア）商標審査実務の手続的事項を示したもの 

（イ）適用対象となるリストとして示したもの 

（ウ）立体商標等の項目毎に関連する審査基準の内容を整理したもの 

商取引を取り巻く環境の変化や近時の審決・判決例等を踏まえ、明確かつわ

かりやすい商標審査基準とするため、本ワーキンググループにおいて商標審査

基準の全面的な見直しについて検討を行う。 
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（エ）審査基準の内容を詳細に（具体的に）説明するもの 

 

２．個別論点の検討スケジュール 

平成２８年度(不登録事由（４条）、その他) 

第１７回 （５月１２日（木）） 

○公益的な標章の保護（４条１項１号から５号）、９号、 

１４号、１７号に関する検討 

○団体商標（７条）及び地域団体商標（７条の２）に関する検討 

○商標審査の進め方 

 

第１８回 （６月１７日（金）） 

○類否判断（４条１項１１号）に関する論点整理 

○品質の誤認（４条１項１６号）に関する検討 

      

第１９回 （７月１５日（金）） 

○「商標法制定の趣旨に反する」ことを拒絶理由とすることに 

   関する検討（その他） 

○先願（８条）、出願時の特例（９条）、出願の分割（１０条）、 

先願未登録商標（１５条の３）、商標登録の査定（１６条）  

 

第２０回 （８月２５日（木）） 

○周知性（４条１項１０号、１９号）に関する検討 

○商品又は役務の出所の混同（４条１項１５号）に関する検討 

 

第２１回 （９月３０日（金）） 

○類否判断（４条１項１１号）に関する検討①（外観・称呼・観 

念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否） 

○他人の氏名、略称等（４条１項８号）に関する検討 

 

第２２回 （１０月２８日（金）） 

○類否判断（４条１項１１号）に関する検討②(取引実情説明書) 

○公序良俗（４条１項７号）に関する検討 

 

第２３回  （１１月２５日（金）） 
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○類否判断（４条１項１１号）に関する検討③ 

(新しいタイプの商標に関する類否判断の見直し) 

○商品等が当然備える特徴（４条１項１８号）に関する検討 

○４条１項全体 

○４条３項 

 

第２４回 （１２月２１日（水）） 

○商標登録出願（５条）に関する検討 

○補正の却下（１６条の２、１７条）に関する検討 

○防護標章に関する検討、４条１項１２号 

○国際商標登録出願に係る特例の検討 

 

第２５回 （１月） 

○これまでの検討の整理  

○審査基準改訂案のまとめ 

 

パブリックコメント(１～２月予定) 

 

第２６回  (３月予定) 

○審査基準改訂案の決定 

 

（改訂商標審査基準)(平成２９年４月１日施行予定) 

 

 

 

（注）本スケジュールは、今後の検討状況により、変更される場合がありま 

すので、あらかじめ御了承ください。 

 

 

 

 



7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

基準WG（回数） 　 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 予備 ⑯ 　

全体スケ
ジュール

　
　 　

○ ○ 施行 ○ ○ 施行

３条１項（１～６号） ● ● ●

３条２項 ● ●

４条１項１号～５号 ● 　 ●

４条１項６号 ● ● 　

４条１項７号 ●

４条１項８号 ●

４条１項９号 ●

４条１項１０号 ●

４条１項１１号 ● ● ● ●

４条１項１２号 ●

４条１項１４号 ●

４条１項１５号 ●

４条１項１６号 ●

４条１項１７号 ●

４条１項１８号 ●

　 ４条１項１９号 ●

　 ４条３項 ●

団体・地域団体商標 ７条、７条の２ ●

商標の特定 ５条 ●

補正の却下 １６条の２、１７条　 ●

その他 制定法の趣旨 ●

その他 ● ●

基準案パブコメ

識別性
（商標法第３

条）

不登録事由
（商標法第４

条）

２　８　年　度

基準案パブコメ

２　７　年　度

検討事項


